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(57)【要約】
【課題】電気スイッチとスイッチ駆動回転体とを操作部
フレームに取り付け、それとは分離して、操作部カバー
外から回転操作されてスイッチ駆動回転体を回転させる
回転伝達部材を操作部カバー側に設けることで、水密性
と組立容易性を確保することができ、しかも、回転操作
を常にスムーズに行うことができる電子内視鏡の操作部
を提供すること。
【解決手段】操作部フレーム４側に設けられたスイッチ
駆動回転体１２と操作部カバー３側に設けられた回転伝
達部材２０との対向部の一方の側に、軸線位置に対して
偏心した位置で他方側に向かって突出する係合ピン１３
が設けられ、他方側に、係合ピン１３がスライド自在に
係合する係合溝２１が軸線に対する周方向以外の方向に
向けて細長く設けられ、係合ピン１３と係合溝２１との
係合により回転伝達部材２０の回転運動がスイッチ駆動
回転体１２に伝達されるようにした。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気スイッチと、軸線周りに回転して上記電気スイッチをオン／オフさせるスイッチ駆
動回転体とが操作部フレームに取り付けられると共に、それとは分離して、上記操作部フ
レームに対して着脱自在な操作部カバーに、上記操作部カバー外から回転操作されて上記
スイッチ駆動回転体を回転させる回転伝達部材が、上記スイッチ駆動回転体と略同一軸線
周りに回転自在に上記スイッチ駆動回転体に対向して設けられ、
　上記スイッチ駆動回転体と上記回転伝達部材との対向部の一方の側に、上記軸線位置に
対して偏心した位置で他方側に向かって突出する係合ピンが設けられ、上記他方側に、上
記係合ピンがスライド自在に係合する係合溝が上記軸線に対する周方向以外の方向に向け
て細長く設けられ、上記係合ピンと上記係合溝との係合により上記回転伝達部材の回転運
動が上記スイッチ駆動回転体に伝達されるようにしたことを特徴とする電子内視鏡の操作
部。
【請求項２】
　上記回転伝達部材が、上記操作部カバーの外部に対して水密にシールされた状態で、上
記操作部カバーの内側部分に配置されている請求項１記載の電子内視鏡の操作部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は電子内視鏡の操作部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子内視鏡の操作部は一般に、操作者が手で握って保持するためのグリップ部が下半部
に形成されて、上半部には各種の操作部材が配置されている。そのような各種の操作部材
のうち、モニタ画面に表示される内視鏡観察画像の倍率を連続的に任意に変化させる電子
ズーム操作スイッチは、単純なオン／オフの切り換えではなくてオフ状態から拡大と縮小
の両方の操作がある。
【０００３】
　しかも電子ズーム操作スイッチは、拡大と縮小の各々の操作中は倍率が連続して変化を
続け、適宜の状態で操作を止めるとそこで倍率の変化が止まるという、他の電気スイッチ
よりやや複雑な機能を有している。
【０００４】
　そこで従来は、電子ズーム操作スイッチとして、根元部分を支点に揺動するレバー状の
トグルスイッチを立設して用いていた（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－２０１８８２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来用いられているトグルスイッチの類は、操作位置が操作者の指先から遠くなって操
作性が悪くなりがちであるだけでなく、水密構造にするのが面倒で水密性が不完全になり
がちであった。
【０００６】
　その方策として、軸線周りに回転操作される回転スイッチをトグルスイッチに代えて採
用することが考えられるが、回転操作部分が取り付けられる操作部カバーに電気スイッチ
まで一体に取り付けると、電気スイッチに連なるリード線が操作部カバー側に引きずられ
る状態になる等して、組み立て性が極めて悪くなってしまう。
【０００７】
　そこで、電気スイッチとその電気スイッチをオン／オフさせるスイッチ駆動回転体とを
操作部フレームに取り付けると共に、それとは分離して、操作部カバー外から回転操作さ
れてスイッチ駆動回転体を回転させる回転伝達部材を、操作部カバー側に設ける構成を採
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ることが考えられる。
【０００８】
　ただしその場合には、操作部フレームに対する操作部カバーの取り付け誤差等により、
回転伝達部材とスイッチ駆動回転体との係合が渋くなってスムーズに回転操作できなくな
るおそれがある。
【０００９】
　本発明は、電気スイッチとその電気スイッチをオン／オフさせるスイッチ駆動回転体と
を操作部フレームに取り付けると共に、それとは分離して、操作部カバー外から回転操作
されてスイッチ駆動回転体を回転させる回転伝達部材を操作部カバー側に設けることで、
水密性と組立容易性を確保することができ、しかも、回転操作を常にスムーズに行うこと
ができる電子内視鏡の操作部を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明の電子内視鏡の操作部は、電気スイッチと、軸線周
りに回転して電気スイッチをオン／オフさせるスイッチ駆動回転体とが操作部フレームに
取り付けられると共に、それとは分離して、操作部フレームに対して着脱自在な操作部カ
バーに、操作部カバー外から回転操作されてスイッチ駆動回転体を回転させる回転伝達部
材が、スイッチ駆動回転体と略同一軸線周りに回転自在にスイッチ駆動回転体に対向して
設けられ、スイッチ駆動回転体と回転伝達部材との対向部の一方の側に、軸線位置に対し
て偏心した位置で他方側に向かって突出する係合ピンが設けられ、他方側に、係合ピンが
スライド自在に係合する係合溝が軸線に対する周方向以外の方向に向けて細長く設けられ
、係合ピンと係合溝との係合により回転伝達部材の回転運動がスイッチ駆動回転体に伝達
されるようにしたものである。
【００１１】
　なお、回転伝達部材が、操作部カバーの外部に対して水密にシールされた状態で、操作
部カバーの内側部分に配置されているとよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、操作部フレーム側に設けられたスイッチ駆動回転体と操作部カバー側
に設けられた回転伝達部材との対向部の一方の側に、軸線位置に対して偏心した位置で他
方側に向かって突出する係合ピンが設けられ、他方側に、係合ピンがスライド自在に係合
する係合溝が軸線に対する周方向以外の方向に向けて細長く設けられ、係合ピンと係合溝
との係合により回転伝達部材の回転運動がスイッチ駆動回転体に伝達されるので、水密性
と組立容易性を確保することができ、しかも、回転伝達部材とスイッチ駆動回転体との間
に少々の芯ずれ等があっても回転伝達が渋くならず、回転操作を常にスムーズに行うこと
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　電気スイッチと、軸線周りに回転して電気スイッチをオン／オフさせるスイッチ駆動回
転体とが操作部フレームに取り付けられると共に、それとは分離して、操作部フレームに
対して着脱自在な操作部カバーに、操作部カバー外から回転操作されてスイッチ駆動回転
体を回転させる回転伝達部材が、スイッチ駆動回転体と略同一軸線周りに回転自在にスイ
ッチ駆動回転体に対向して設けられ、スイッチ駆動回転体と回転伝達部材との対向部の一
方の側に、軸線位置に対して偏心した位置で他方側に向かって突出する係合ピンが設けら
れ、他方側に、係合ピンがスライド自在に係合する係合溝が軸線に対する周方向以外の方
向に向けて細長く設けられ、係合ピンと係合溝との係合により回転伝達部材の回転運動が
スイッチ駆動回転体に伝達される。
【実施例】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
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　図２は、図示されていない挿入部の先端に内視鏡観察像を撮像するための固体撮像素子
が配置された電子内視鏡の操作部１を示している。操作部１の下半部は操作者が左手で保
持するためのグリップ部１ａになっており、上半部には、湾曲操作ノブ２等各種の操作部
材が配置されている。
【００１５】
　３は、操作部１の上端部分のみを外装する上端部用の操作部カバーであり、その前後両
面には、図示されていないビデオプロセッサ等の電子機器を遠隔操作するためのリモート
コントロールスイッチ１０，１０′が配置されている。
【００１６】
　回転操作される方のリモートコントロールスイッチ１０は、図示されていないテレビモ
ニタに表示される内視鏡観察画像の倍率を無段階に変化させるための電子ズーム操作スイ
ッチであり、操作部カバー３の壁面に対して垂直な軸線を中心に時計回りと反時計回りの
任意の方向に回転操作されて、一方の方向に回転させた状態を保持するとその間は倍率が
大きくなり続け、他方の方向に回転させた状態を保持するとその間は倍率が小さくなり続
けるように機能する。
【００１７】
　図３は電子ズーム操作スイッチ１０部分の縦断面図、図４は、図３と９０°向きを相違
させた方向からの縦断面図である。操作部カバー３は、操作部フレーム４に対してカバー
固定ボルト５によって着脱自在にビス止め固定されている。６は、カバー固定ボルト５の
外周部をシールするＯリング、７は、操作部カバー３と操作部フレーム４との境界部をシ
ールするＯリングである。
【００１８】
　カバー固定ボルト５は、操作部フレーム４に対して直接ねじ止めされているのではなく
、操作部フレーム４にフレーム連結ボルト９で固定された補助フレーム８にねじ孔が形成
されていて、そのねじ孔にカバー固定ボルト５が螺脱自在に螺合している。
【００１９】
　図３、図４及び分解斜視図である図１にも示されるように、補助フレーム８には通常は
オフの二つの電気スイッチ１１Ａ，１１Ｂが取り付けられている。その一方の電気スイッ
チ１１Ａは、オンになっている時にテレビモニタ画面上での内視鏡観察画像の表示倍率を
拡大させ続けるための拡大スイッチであり、他方の電気スイッチ１１Ｂは、オンになって
いる時に表示倍率を縮小させ続けるための縮小スイッチである。
【００２０】
　補助フレーム８には、そのような二つの電気スイッチ１１Ａ，１１Ｂをオン／オフさせ
るスイッチ駆動回転体１２が、支軸１２ａによって回転自在に取り付けられている。即ち
、二つの電気スイッチ１１Ａ，１１Ｂとスイッチ駆動回転体１２とが、補助フレーム８を
介して操作部フレーム４に取り付けられた状態になっている。
【００２１】
　スイッチ駆動回転体１２には、支軸１２ａを中心に回動することによって二つの電気ス
イッチ１１Ａ，１１Ｂの一方をオン／オフさせる（即ち、時計回りと反時計回りの一方の
方向では拡大用の電気スイッチ１１Ａのみをオンにし、他方の方向では縮小用の電気スイ
ッチ１１Ｂのみをオンにする）スイッチ押圧部１２ｂが突出形成されると共に、支軸１２
ａの軸線から偏心した位置に、支軸１２ａと平行方向に操作部カバー３の内壁面方向に向
けて短円柱状の係合ピン１３が突設されている。
【００２２】
　図３及び図４に示されるように、操作部カバー３に穿設されたスイッチ取り付け孔には
、略円柱状のシリンダ体１４が、スイッチ駆動回転体１２の支軸１２ａの軸線の略延長線
上に軸線が位置するように固定ナット１５で固定されている。１６は、その取り付け部を
シールするＯリングである。
【００２３】
　シリンダ体１４内には、軸線周りに回転自在に略円柱状のピストン体１７が嵌挿されて
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いて、その外端部側に操作用指当て１８が突出形成されている。１９は、シリンダ体１４
との嵌合面をシールするようにピストン体１７に取り付けられたＯリングである。
【００２４】
　操作部カバー３内に位置するピストン体１７の内端面には、スイッチ駆動回転体１２を
回転駆動するための例えば円盤状の回転伝達部材２０が、スイッチ駆動回転体１２に対向
する状態に、固定ビス（図１の符号２３）等によって一体的に連結固定されている。
【００２５】
　このようにして、回転伝達部材２０は操作部カバー３の外部に対して水密にシールされ
た状態で、操作部カバー３の内側部分にスイッチ駆動回転体１２に対向して配置されてい
て、操作用指当て１８が外部から回転操作されると、回転伝達部材２０がスイッチ駆動回
転体１２の軸線と略同一軸線周りに回転する。
【００２６】
　そのような回転伝達部材２０の裏面（スイッチ駆動回転体１２に対して対向する面）に
は、係合ピン１３がスライド自在に係合する直線溝状の係合溝２１が形成されている。図
１に示されるように、この実施例の係合溝２１は、回転伝達部材２０の直径位置に真っ直
ぐに形成されており、係合ピン１３は、その係合溝２１内にガタつきが発生しない程度の
緩さで単に嵌め込まれた状態になっている。
【００２７】
　このようにして、操作部カバー３側に取り付けられた回転伝達部材２０と、それと分離
して操作部フレーム４側に取り付けられたスイッチ駆動回転体１２とが係合溝２１と係合
ピン１３で係合しており、その係合により、回転伝達部材２０の回転運動がスイッチ駆動
回転体１２に伝達される。その結果、操作用指当て１８を回転操作することにより、二つ
の電気スイッチ１１Ａ，１１Ｂを選択的にオン／オフさせることができる。
【００２８】
　このように構成された実施例の電子ズーム操作スイッチ１０においては、図５に示され
るように、操作部カバー３側に設けられた回転伝達部材２０の軸線２０ｘと操作部フレー
ム４側に設けられたスイッチ駆動回転体１２の軸線（正確には支軸１２ａの軸線）１２ｘ
の位置が製造誤差等によってずれる場合がある。
【００２９】
　しかし、回転伝達部材２０からスイッチ駆動回転体１２への回転運動の伝達が係合溝２
１と係合ピン１３との係合によって行われるので、回転伝達部材２０の軸線２０ｘとスイ
ッチ駆動回転体１２の軸線１２ｘとの間にずれがあっても、図６及び図７に示されるよう
に、回転伝達部材２０の回転が支障なくスイッチ駆動回転体１２に伝達されて、二つの電
気スイッチ１１Ａ，１１Ｂを選択的にスムーズにオン／オフさせることができる。
【００３０】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば係合溝２１は必ずしも回
転伝達部材２０の直径に相当する向きや長さに形成する必要はなく、回転伝達部材２０の
軸線２０ｘに対する周方向以外の方向に向けてある程度の長さ（即ち、製造誤差を吸収で
きる程度の長さ）に細長く形成されていればよい。また、回転伝達部材２０側に係合ピン
１３を設けてスイッチ駆動回転体１２側に係合溝２１を形成してもよく、本発明を電子ズ
ーム操作スイッチ１０以外の回転スイッチに適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例の電子ズーム操作スイッチの分解斜視図である。
【図２】本発明の実施例の電子内視鏡の操作部の斜視図である。
【図３】本発明の実施例の電子ズーム操作スイッチの縦断面図である。
【図４】本発明の実施例の電子ズーム操作スイッチの、図３と９０°向きを相違させた方
向からの縦断面図である。
【図５】本発明の実施例の電子ズーム操作スイッチの透視図である。
【図６】本発明の実施例の電子ズーム操作スイッチの拡大スイッチをオンさせた状態の透
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【図７】本発明の実施例の電子ズーム操作スイッチの縮小スイッチをオンさせた状態の透
視図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　操作部
　３　操作部カバー
　４　操作部フレーム
　８　補助フレーム
　１０　電子ズーム操作スイッチ
　１１Ａ，１１Ｂ　電気スイッチ
　１２　スイッチ駆動回転体
　１２ａ　支軸
　１２ｘ　軸線
　１３　係合ピン
　１７　ピストン体
　１８　操作用指当て
　２０　回転伝達部材
　２０ｘ　軸線
　２１　係合溝
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